
近畿地方整備局加古川中流部河川整備推進協議会の概要

実施事項 ：１．加古川中流部区間の河川整備状況、災害リスク等の課題を共有した上で、当面の整備目標を明確にする。
２．効果的かつ効率的な河川整備を推進するために必要な役割分担を協議し、進め方・連携方策等の調整を図る。
３．河川整備に対して、関係住民に理解と協力を求めるための広報を行う。

４．毎年、協議会を開催するなどして、事業の進捗状況を確認する。

構成員 ：近畿地方整備局、兵庫県、西脇市、加東市

（近畿地方整備局河川部長、姫路河川国道事務所長、兵庫県県土整備部長、加東土木事務所長、西脇市長、加東市長）
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加古川中流部河川整備推進協議会

近畿地方整備局 兵庫県 西脇市・加東市

幹事会 （必要に応じて開催）

・加東市域における当面の整
備目標の検討、課題に対す
る取組内容の検討

・西脇市域における当面の
整備目標の検討、課題に
対する取組内容の検討

・事業の協力（地元理解
の推進）、課題に対する
取組内容の検討

各構成機関が課題や目標を共有し、役割分担しながら効果的かつ効率的に河川整備を推進

設置目的 ：加古川中流部（加東市・西脇市域）区間の河川整備について、河川管理者（近畿地方整備局、兵庫県）および関係
市（西脇市、加東市）を構成員として、河川整備の課題を情報共有し、当面の河川整備の目標及び実現に向けた役
割を明確にした上で、連携・調整を図りながら効果的かつ効率的な河川整備を推進することを目的とする。

計画的な事業実施
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